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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】他の部材と溶着により接合可能で、接合に対す
る設計自由度が高い成形材料、それを用いた成形品の提
供。
【解決手段】次の構成要素［Ａ］強化繊維；［Ｂ］熱可
塑性樹脂（ｂ）；［Ｃ］熱可塑性樹脂（ｃ）；［Ｄ］熱
硬化性樹脂（ｄ）を含む成形材料であって、構成要素［
Ｂ］を含む樹脂領域（Ｂ）１０－２と、構成要素［Ｄ］
と構成要素［Ａ］１０－１とを含む繊維強化樹脂領域（
Ｅ）１０－３と、構成要素［Ｃ］を含む樹脂領域（Ｃ）
とがこの順に隣接して、それぞれ境界面１０－５を形成
し、構成要素［Ｂ］と構成要素［Ｃ］が式（１）を満た
す成形材料：２＜ΔＳＰ≦１０・・・式（１）｛ΔＳＰ
：構成要素［Ｂ］のＳＰ値と構成要素［Ｃ］のＳＰ値の
差。ＳＰｂ：構成要素［Ｂ］のＳＰ値［（ＭＰａ）１／

２］；ＳＰｃ：構成要素［Ｃ］のＳＰ値［（ＭＰａ）１

／２］。｝
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次の構成要素［Ａ］、［Ｂ］、［Ｃ］および［Ｄ］を含む成形材料であって、
［Ａ］強化繊維；
［Ｂ］熱可塑性樹脂（ｂ）；
［Ｃ］熱可塑性樹脂（ｃ）；
［Ｄ］熱硬化性樹脂（ｄ）：
　構成要素［Ｂ］を含む樹脂領域（Ｂ）と、構成要素［Ｄ］と構成要素［Ａ］とを含む繊
維強化樹脂領域（Ｅ）と、構成要素［Ｃ］を含む樹脂領域（Ｃ）とがこの順に隣接して、
それぞれ境界面を形成し、構成要素［Ｂ］と構成要素［Ｃ］が式（１）を満たす成形材料
：
　２＜ΔＳＰ≦１０　・・・　式（１）
ΔＳＰ：ＳＰｂとＳＰｃの差の絶対値；
ＳＰｂ：構成要素［Ｂ］のＳＰ値［（ＭＰａ）１／２］；
ＳＰｃ：構成要素［Ｃ］のＳＰ値［（ＭＰａ）１／２］。
【請求項２】
　構成要素［Ｂ］を含む樹脂領域（Ｂ）、構成要素［Ｃ］を含む樹脂領域（Ｃ）、ならび
に構成要素［Ｄ］および構成要素［Ａ］を含む繊維強化樹脂領域（Ｅ）がそれぞれ層状を
なして隣接することにより前記境界面を形成している、請求項１に記載の成形材料。
【請求項３】
　構成要素［Ｂ］および構成要素［Ｃ］は、それぞれ、ポリオレフィン、ポリカーボネー
ト、ポリエステル、ポリアリーレンスルフィド、ポリアミド、ポリオキシメチレン、ポリ
エーテルイミド、ポリエーテルスルホン、ポリアリーレンエーテルケトンからなる群より
選ばれる少なくとも１種の熱可塑性樹脂である、請求項１または２に記載の成形材料。
【請求項４】
　構成要素［Ｂ］および構成要素［Ｃ］が、構成要素［Ｂ］がポリアミドであり、構成要
素［Ｃ］がポリオレフィンである組み合わせ、構成要素［Ｂ］がポリアリーレンスルフィ
ドであり、構成要素［Ｃ］がポリオレフィンである組み合わせ、構成要素［Ｂ］がポリア
ミドであり、構成要素［Ｃ］がポリエーテルスルホンである組み合わせ、構成要素［Ｂ］
がポリアリーレンスルフィドであり、構成要素［Ｃ］がポリエーテルスルホンである組み
合わせ、および構成要素［Ｂ］がポリアリーレンエーテルケトンであり、構成要素［Ｃ］
がポリエーテルスルホンである組み合わせから選ばれたいずれかの組み合わせである、請
求項１～３のいずれかに記載の成形材料。
【請求項５】
　構成要素［Ａ］の強化繊維の少なくとも一部が、樹脂領域（Ｂ）と繊維強化樹脂領域（
Ｅ）との境界面および／または樹脂領域（Ｃ）と繊維強化樹脂領域（Ｅ）との境界面をま
たいで存在している、請求項１～４のいずれかに記載の成形材料。
【請求項６】
　前記成形材料の平面視において、構成要素［Ａ］の繊維方向に対し４５度の方向に、成
形材料に垂直な断面を得た場合に、
　前記断面において、前記樹脂領域（Ｂ）と前記繊維強化樹脂領域（Ｅ）の境界面、およ
び／または前記樹脂領域（Ｃ）と前記繊維強化樹脂領域（Ｅ）の境界面が形成する断面曲
線の、ＪＩＳ　Ｂ０６０１（２００１）で定義される粗さ平均長さＲＳｍが１００μｍ以
下であり、粗さ平均高さＲｃが３．５μｍ以上である、請求項１～５のいずれかに記載の
成形材料。
【請求項７】
　式（２）を満たす、請求項１～６のいずれかに記載の成形材料：
　５０≦ΔＴ≦１５０　・・・　式（２）
ΔＴ：ＴｂとＴｃの差の絶対値；
Ｔｂ：熱可塑性樹脂（ｂ）が結晶性樹脂の場合はその融点、非晶性樹脂の場合はそのガラ
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ス転移温度［℃］；
Ｔｃ：熱可塑性樹脂（ｃ）が結晶性樹脂の場合はその融点、非晶性樹脂の場合はそのガラ
ス転移温度［℃］。
【請求項８】
　繊維強化樹脂領域（Ｅ）において、構成要素［Ａ］は、
強化繊維が一方向に配列されている形態か、
強化繊維が一方向に配列された強化繊維の層が複数層積層されてなる積層物の形態か、
または織物の形態をとる、請求項１～７のいずれかに記載の成形材料。
【請求項９】
　構成要素［Ｄ］が硬化物として存在する、請求項１～８のいずれかに記載の成形材料。
【請求項１０】
　樹脂部品（Ｆ）が、樹脂領域（Ｂ）の面に接合および／または樹脂部品（Ｇ）が、樹脂
領域（Ｃ）の面に接合されることにより、請求項９に記載の成形材料と一体化されてなる
成形品であって、
前記樹脂領域（Ｂ）の表面積を１００％とした際に、樹脂領域（Ｂ）と樹脂部品（Ｆ）と
の接合面積の割合は５％以上５０％未満の範囲および／または前記樹脂領域（Ｃ）の表面
積を１００％とした際に、樹脂領域（Ｃ）と樹脂部品（Ｇ）との接合面積の割合は５％以
上５０％未満の範囲である、成形品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、他の部品と一体化した成形品の生産性に優れる成形材料およびそれを用いた
成形品に関する。さらに詳しくは、所望の形状に応じた選択的な接合が可能であり、製品
収率に優れ、廃棄率が少なく生産性に優れる被接合部品として好適な積層体を与える成形
材料およびそれらを用いた成形品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　熱硬化性樹脂または熱可塑性樹脂をマトリックスとして用い、炭素繊維やガラス繊維な
どの強化繊維と組み合わせた繊維強化複合材料は、軽量でありながら、強度や剛性などの
力学特性や耐熱性および耐食性に優れているため、航空・宇宙、自動車、鉄道車両、船舶
、土木建築およびスポーツ用品などの数多くの分野に応用されている。しかしながら、こ
れらの繊維強化複合材料は、複雑な形状を有する部品や構造体を単一の成形工程で製造す
るには不向きであり、そのような用途においては、繊維強化複合材料からなる部材を作製
し、次いで、他の部材と一体化する工程が必要である。このとき、必要に応じて異なる特
性を有する樹脂を組み合わせることもある。繊維強化複合材料と他の部材を一体化する手
法として、ボルト、リベット、ビスなどの機械的接合を使用する接合方法や、接着剤を使
用する接合方法が用いられている。機械的接合方法では、穴あけなど接合部分をあらかじ
め加工する工程を必要とするため、製造工程の長時間化および製造コストの増加につなが
り、また、穴をあけるため、材料強度が低下するという問題があった。接着剤を使用する
接合方法では、接着剤の準備や接着剤の塗布作業を含む接着工程および硬化工程を必要と
するため、製造工程の長時間化につながり、接着強度においても、信頼性に十分な満足が
得られないという課題があった。また２色成形など異なる種類の熱可塑性樹脂からなる成
形品を得る方法があるが、相溶性の低い樹脂の組み合わせの場合、嵌め合いなどの形状設
計による一体化が主流であり、設計自由度が低いという課題もあった。
【０００３】
　熱可塑性樹脂をマトリックスに用いた繊維強化複合材料は、溶着により部材間を接合す
る方法を適用することができるため、部材間の接合に要する時間を短縮できる可能性があ
る。一方で、近年になって製品に求められる形状が複雑化し、さらに要求特性に応じた様
々な部材を一体化させる必要が生じるようになった。このような成形品の製造において、
生産性の向上と製品収率の向上、すなわち廃棄率の低減技術が求められるようになってい
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る。
【０００４】
　溶着により部材間を接合する技術について、特許文献１には、強化繊維と架橋構造を有
するマトリックス樹脂からなり、表面に熱可塑性樹脂を有する繊維強化複合材料板が示さ
れている。特許文献２には、強化繊維から構成される不織布に２種類の熱可塑性樹脂が含
浸された繊維強化樹脂シートが示されている。特許文献３には、強化繊維からなるマット
に熱可塑性樹脂を含浸させたシート状中間基材をスキン形成層およびコア形成層に用いた
サンドイッチ積層体が示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－２０５４３６号公報
【特許文献２】国際公開第２０１４／１０３６５８号パンフレット
【特許文献３】国際公開第２０１４／１６２８７３号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１では、繊維強化複合材料板の表面に第１の熱可塑性樹脂を配し、第
１の熱可塑性樹脂の外部面に第１の熱可塑性樹脂とは異なる第２の熱可塑性樹脂を重ねて
配するものであるから、本発明とは積層順序が異なる。さらに、互いに溶解度パラメータ
ーの近しい２種類の熱可塑性樹脂を重ねて接着層に用いることで接着性と耐熱性とを両立
させることが好ましいとあり、複雑かつ多品種な部品との一体化成形に際しては、他部材
が接着するための接着面の設計自由度の観点で不十分であった。
【０００７】
　特許文献２に記載の方法では、強化繊維から構成される不織布に熱可塑性樹脂が含浸さ
れた繊維強化樹脂シートであるため、これを溶着に用いた際に、熱可塑性樹脂が溶融して
しまい、強化繊維の配向が乱れて得られる成形品の力学特性が低下したり、意図しない形
状に変形してしまう場合があった。
【０００８】
　特許文献５に記載の方法では、スキン層すなわち両表面には同種の熱可塑性樹脂が用い
られているため、他の部材（樹脂部材）を溶着する際に、該樹脂部材が成形材料の意図し
ない部分に溶着してしまう場合があり、接着面の設計自由度が不十分であった。
【０００９】
　そこで、本発明の目的は、他の部材と溶着により接合可能かつ、優れた接合強度を示し
、さらに溶着特性の異なる他の部材を複数種用いた場合でも容易に溶着可能であるため、
接合に対する設計自由度が高い成形材料およびそれを用いた成形品を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　かかる課題を解決するために本発明の成形材料は、次の構成を有する。すなわち、
次の構成要素［Ａ］、［Ｂ］、［Ｃ］および［Ｄ］を含む成形材料であって、
［Ａ］強化繊維；
［Ｂ］熱可塑性樹脂（ｂ）；
［Ｃ］熱可塑性樹脂（ｃ）；
［Ｄ］熱硬化性樹脂（ｄ）：
　構成要素［Ｂ］を含む樹脂領域（Ｂ）と、構成要素［Ｄ］と構成要素［Ａ］とを含む繊
維強化樹脂領域（Ｅ）と、構成要素［Ｃ］を含む樹脂領域（Ｃ）とがこの順に隣接して、
それぞれ境界面を形成し、構成要素［Ｂ］と構成要素［Ｃ］が式（１）を満たす成形材料
：
　２＜ΔＳＰ≦１０　・・・　式（１）
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ΔＳＰ：ＳＰｂとＳＰｃの差の絶対値；
ＳＰｂ：構成要素［Ｂ］のＳＰ値［（ＭＰａ）１／２］；
ＳＰｃ：構成要素［Ｃ］のＳＰ値［（ＭＰａ）１／２］。
【００１１】
　また、本発明は、樹脂部品（Ｆ）が、樹脂領域（Ｂ）の面に接合および／または樹脂部
品（Ｇ）が、樹脂領域（Ｃ）の面に接合されることにより、上記の成形材料と一体化され
てなる成形品であって、
前記樹脂領域（Ｂ）の表面積を１００％とした際に、樹脂領域（Ｂ）と樹脂部品（Ｆ）と
の接合面積の割合は５％以上５０％未満の範囲および／または前記樹脂領域（Ｃ）の表面
積を１００％とした際に、樹脂領域（Ｃ）と樹脂部品（Ｇ）との接合面積の割合は５％以
上５０％未満の範囲である、成形品を含む。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の成形材料および成形品は、他部材との溶着が可能であるため、従来の熱硬化性
樹脂と強化繊維からなる繊維強化複合材料に対し、接合工程に要する時間を短縮でき、構
造部材の成形を高速化することが可能となる。さらに、溶着特性の異なる他の部材を複数
種用いた場合でも生産性良く成形可能であるため、航空機構造部材、風車の羽根、自動車
構造部材およびＩＣトレイやノートパソコンの筐体などのコンピューター用途等への適用
することで、構造体としての優れた性能を有した上で、製品の成形時間および成形コスト
を大きく低減させることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の樹脂領域（Ｂ）と繊維強化樹脂領域（Ｅ）と樹脂領域（Ｃ）とが順に隣
接された成形材料の一例の模式図
【図２】本発明の樹脂領域（Ｂ）と樹脂部品（Ｆ）とが接合した成形品の模式図
【図３】本発明の樹脂領域（Ｂ）と樹脂部品（Ｆ）とが接合した成形品の断面の模式図
【図４】本発明の樹脂領域（Ｂ）と樹脂部品（Ｆ）とが接合した成形品において、樹脂部
品（Ｆ）の一部が樹脂部品（Ｃ）側に回り込んだ際の一例の模式図
【図５】本発明の樹脂領域（Ｂ）と樹脂部品（Ｆ）とが接合した成形品において、樹脂部
品（Ｆ）の一部が樹脂領域（Ｃ）側に回り込んだ成形品の断面の模式図
【図６】本発明の樹脂領域（Ｃ）と樹脂部品（Ｇ）とが接合した成形品の模式図
【図７】本発明の樹脂領域（Ｃ）と樹脂部品（Ｇ）とが接合した成形品の断面の模式図
【図８】本発明の樹脂領域（Ｂ）と樹脂部品（Ｆ）とが接合し、樹脂領域（Ｃ）と樹脂部
品（Ｇ）とが接合した成形品の一例における断面の模式図
【図９】本発明の成形材料の模式図である。
【図１０】本発明の成形材料の観察断面の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の成形材料について説明する。
【００１５】
　本発明の成形材料は、構成要素［Ｂ］を含む樹脂領域（Ｂ）と、構成要素［Ｄ］と構成
要素［Ａ］とを含む繊維強化樹脂領域（Ｅ）と、構成要素［Ｃ］を含む樹脂領域（Ｃ）と
、がこの順に隣接されて境界面を形成した成形材料である。
【００１６】
　構成要素［Ｂ］を含む樹脂領域（Ｂ）、構成要素［Ｃ］を含む樹脂領域（Ｃ）、ならび
に構成要素［Ｄ］と構成要素［Ａ］とを含む繊維強化樹脂領域（Ｅ）が、それぞれ層状を
なして隣接することにより境界面を形成していることが好ましい。
【００１７】
　ここで樹脂領域（Ｂ）と繊維強化樹脂領域（Ｅ）と樹脂領域（Ｃ）とがこの順に隣接さ
れているとは、例えば図１に示すように、繊維強化樹脂領域（Ｅ）が相対する両面を有し
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、その一方の面に樹脂領域（Ｂ）が接し、もう一方の面に樹脂領域（Ｃ）が接して積み重
ねられた状態のことである。かかる構成とすることで、樹脂領域（Ｂ）と樹脂領域（Ｃ）
を繊維強化樹脂領域（Ｅ）上に簡便に配置することができる。図１は、構成要素［Ｂ］を
含む樹脂領域（Ｂ）、構成要素［Ｃ］を含む樹脂領域（Ｃ）、ならびに構成要素［Ｄ］と
構成要素［Ａ］とを含む繊維強化樹脂領域（Ｅ）が、それぞれ層状をなして隣接している
例を示している。
【００１８】
　本発明の成形材料は、樹脂領域（Ｂ）を構成する構成要素［Ｂ］と樹脂領域（Ｃ）を構
成する構成要素［Ｃ］との関係において、相溶性パラメーター（ＳＰ値）が式（１）を満
たすことが必須である。
２＜ΔＳＰ≦１０　・・・　式（１）
ΔＳＰ：ＳＰｂとＳＰｃの差の絶対値
ＳＰｂ：構成要素［Ｂ］のＳＰ値[（ＭＰａ）１／２]
ＳＰｃ：構成要素［Ｃ］のＳＰ値[（ＭＰａ）１／２]。
【００１９】
　本発明の成形材料に、樹脂領域（Ｂ）や樹脂領域（Ｃ）と被溶着材とを高速で溶着させ
るとき、一般には短時間の間に高温かつ高圧が付与される。この様な条件では、被溶着材
が溶解して流動し、所望の場所以外にも流れ込んで溶着してしまう、いわゆる成形不良が
生じる場合がある。この際、ＳＰｂとＳＰｃの差が式（１）の関係を満たすことで、意図
しない接着、例えば樹脂領域（Ｂ）と溶着させたい被溶着材が樹脂領域（Ｃ）側に回りこ
んでしまっても樹脂領域（Ｃ）とは溶着せず、不要な部位を簡便に除去可能となる。これ
に加えて、次の工程で、樹脂領域（Ｃ）と新たな被溶着材を溶着させる場合に、新たな被
溶着材が樹脂領域（Ｂ）側に回り込んでしまっても、樹脂領域（Ｂ）とは溶着せず、不要
な部位を簡便に除去可能となる。これにより、高温、高圧プロセスによる溶着工程の短縮
と、発生した成形不良を簡便に修復することとを両立させることができる。かかる観点か
ら、ＳＰｂとＳＰｃの差の絶対値ΔＳＰは、３以上１０以下がより好ましい。また、この
ような観点から、樹脂領域（Ｂ）が成形材料の一方の表面を形成し、樹脂領域（Ｃ）が成
形材料の反対側の表面を形成することが好ましい。
【００２０】
　一方、上記ΔＳＰが２より大きいということは、樹脂領域（Ｂ）と樹脂領域（Ｃ）との
間の親和性が低いということを示す。しかし、本発明においては、樹脂領域（Ｂ）と樹脂
領域（Ｃ）との間に繊維強化樹脂領域（Ｅ）が介在し、さらに後述のように樹脂領域（Ｂ
）と繊維強化樹脂領域（Ｅ）との境界面および／または樹脂領域（Ｃ）と繊維強化樹脂領
域（Ｅ）との境界面においてアンカリング構造をとることにより、境界面に容易に強固な
接合状態を得ることが可能である。
【００２１】
　ＳＰ値は、Ｈａｎｓｅｎ　Ｓｏｌuｂｉｌｉｔｙ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒ　ｉｎ　Ｐｒａ
ｃｔｉｃｅ（ＨＳＰｉＰ）ｖｅｒ．５．０．０６により求めることができる。ここでは、
溶解性の異なる各種溶媒を用い、それぞれの溶媒に対するサンプルの溶解度を求め、この
溶解度の情報をＨＳＰｉＰによって解析することでハンセン溶解度パラメーターを計算す
る。本願におけるＳＰ値は、このハンセン溶解度パラメーターの各項から次式により決定
される。
ＳＰ値＝（ｄＤ２＋ｄＰ２＋ｄＨ２）１／２

ただし、式中、ｄＤ、ｄＰおよびｄＨは、それぞれハンセン溶解度パラメーターにおける
分散項、極性項、水素結合項を表す。
【００２２】
　なお、ここでの溶解性の異なる各種溶媒としては、ｎ－ヘキサン、シクロヘキサン、メ
チルイソブチルケトン、酢酸ｎ－ブチル、トルエン、テトラヒドロフラン、メチルエチル
ケトン、クロロホルム、酢酸メチル、アセトン、１，４－ジオキサン、ピリジン、Ｎ－メ
チルピロリドン、ヘキサフルオロイソプロパノール、１－ブタノール、アセトニトリル、
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ジエチレングリコール、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、γ－ブチロラクトン、エタノー
ル、ジメチルスルホキシド、メタノール、２－アミノエタノール、シクロヘキサノン、１
，１，２，２－テトラブロモエタンなどが例示できる。
【００２３】
　さらに本発明の成形材料は、樹脂領域（Ｂ）を構成する熱可塑性樹脂（ｂ）と樹脂領域
（Ｃ）を構成する熱可塑性樹脂（ｃ）との関係において、以下の式（２）を満たすことが
好ましい。
５０≦ΔＴ≦１５０　・・・　式（２）
ΔＴ：ＴｂとＴｃの差の絶対値
Ｔｂ：熱可塑性樹脂（ｂ）が結晶性樹脂の場合はその融点、非晶性樹脂の場合はそのガラ
ス転移温度[℃]
Ｔｃ：熱可塑性樹脂（ｃ）が結晶性樹脂の場合はその融点、非晶性樹脂の場合はそのガラ
ス転移温度[℃]。
【００２４】
　本発明の成形材料を熱可塑性樹脂からなる他の部材と接合する際に、溶着で接合を行う
と、熱可塑性樹脂は溶融状態で混ざり合うことで他部材との接合強度が向上できるため好
ましい。本発明の成形材料においては、樹脂領域（Ｂ）と樹脂領域（Ｃ）とのそれぞれを
他部材と溶着させる場合、樹脂領域（Ｂ）に他部材を溶着する工程における加工温度（以
下、本明細書において、「溶着温度」と省略する。）と樹脂領域（Ｃ）における溶着温度
の差を大きくすることで、溶着工程における設計自由度が向上できるため好ましい。ここ
で、溶着温度として、熱可塑性樹脂が結晶性樹脂の場合はその融点以上、非晶性樹脂の場
合はそのガラス転移温度以上が好ましく用いられる。したがって、ＴｂとＴｃとの間の差
ΔＴが５０℃以上であると、上記両領域における溶着温度の差を十分に大きくすることが
可能となり、好ましい。また、ＴｂとＴｃとの間の差ΔＴが１５０℃以下であると、上記
両領域のそれぞれを溶着させる際に、一方の溶着温度で、もう一方の樹脂領域が熱分解し
てしまうことを抑えることが可能となり、好ましい。さらにＴｂとＴｃとの間の差ΔＴは
、５０℃以上１００℃以下が好ましい。かかる範囲とすることで、上記両領域の熱分解を
より抑えつつ、溶着に十分な温度を接合部に付与可能となり好ましい。
【００２５】
　ここでの融点および／またはガラス転移温度は、ＪＩＳ　Ｋ７１２１（２０１２）に基
づいて、示差走査熱量計（ＤＳＣ）を用いて求めることができる。容積５０μｌの密閉型
サンプル容器に１～１０ｍｇのサンプルを詰め、昇温速度１０℃／分で昇温し、３０～４
００℃の範囲で検出されるＤＳＣ曲線の段差をガラス転移点、発熱ピークを融点の指標と
し、それぞれの温度をガラス転移温度および融点とする。
【００２６】
　熱可塑性樹脂（ｂ）および熱可塑性樹脂（ｃ）としては、例えば、ポリエチレンテレフ
タレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリトリメチレンテレフタレート、ポリエチレ
ンナフタレート、液晶ポリエステル等のポリエステル系樹脂；ポリエチレン、ポリプロピ
レン、ポリブチレン等のポリオレフィン；スチレン系樹脂；ウレタン樹脂；ポリオキシメ
チレン、ポリアミド６、ポリアミド６６等の脂肪族ポリアミド、半芳香族ポリアミド、脂
環式ポリアミド等のポリアミド系樹脂；ポリカーボネート；ポリメチルメタクリレート；
ポリ塩化ビニル；ポリフェニレンスルフィド等のポリアリーレンスルフィド；ポリフェニ
レンエーテル；変性ポリフェニレンエーテル；ポリイミド；ポリアミドイミド；ポリエー
テルイミド；ポリスルホン；変性ポリスルホン；ポリエーテルスルホン；ポリケトン、ポ
リエーテルケトン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルケトンケトン等のポリア
リーレンエーテルケトン；ポリアリレート；ポリエーテルニトリル；フェノール系樹脂；
フェノキシ樹脂などが挙げられる。また、これら熱可塑性樹脂は、上述の樹脂の共重合体
や変性体であってもよく、２種類以上ブレンドして用いてもよい。
【００２７】
　これらの中でも、成形加工性と耐熱性や力学特性とのバランスから、ポリオレフィン、
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ポリカーボネート、ポリエステル、ポリアリーレンスルフィド、ポリアミド、ポリオキシ
メチレン、ポリエーテルイミド、ポリエーテルスルホン、ポリアリーレンエーテルケトン
からなる群より選ばれる少なくとも１種の熱可塑性樹脂が好ましい。
【００２８】
　さらに、熱可塑性樹脂（ｂ）および熱可塑性樹脂（ｃ）には、用途等に応じ、本発明の
目的を損なわない範囲で適宜、他の充填材や添加剤を含有しても良い。例えば、無機充填
材、難燃剤、導電性付与剤、結晶核剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、制振剤、抗菌剤、防
虫剤、防臭剤、着色防止剤、熱安定剤、離型剤、帯電防止剤、可塑剤、滑剤、着色剤、顔
料、染料、発泡剤、制泡剤、カップリング剤などが挙げられる。
【００２９】
　さらに熱可塑性樹脂（ｃ）は、熱可塑性樹脂（ｂ）との間で前述のＳＰ値の関係を満た
すことが必須である。かかる関係を満たす熱可塑性樹脂（ｂ）と熱可塑性樹脂（ｃ）の組
合せとしては、以下の態様が例示できる。
【００３０】
　第１の組合せとして、熱可塑性樹脂（ｂ）がポリアミドであり、熱可塑性樹脂（ｃ）が
ポリオレフィンである、ことが好ましい。かかる組合せとすることで、他部材が接着する
ときの接着面の設計自由度（以下、接着面の設計自由度）が向上することに加えて、溶着
温度を低く抑えることが可能であり、生産コストを低く抑えることができるため好ましい
。
【００３１】
　第２の組合せとして、熱可塑性樹脂（ｂ）がポリアリーレンスルフィドであり、熱可塑
性樹脂（ｃ）がポリオレフィンである、ことが好ましい。かかる組合せとすることで、接
着面の設計自由度に加えて、溶着面の耐薬品性が比較的向上し、耐薬品性に優れる成形品
が得られることから好ましい。
【００３２】
　第３の組合せとして、熱可塑性樹脂（ｂ）がポリアミドであり、熱可塑性樹脂（ｃ）が
ポリエーテルスルホンである、ことが好ましい。かかる組合せとすることで、接着面の設
計自由度が向上することに加えて、同じ溶着温度での加工が可能となり、成形サイクルに
優れることから好ましい。
【００３３】
　第４の組合せとして、熱可塑性樹脂（ｂ）がポリアリーレンスルフィドであり、熱可塑
性樹脂（ｃ）がポリエーテルスルホンである、ことが好ましい。かかる組合せとすること
で、接着面の設計自由度が向上することに加えて、溶着面の耐熱性に優れ、８０℃などの
比較的高温でも使用可能な成形品が得られることから好ましい。
【００３４】
　第５の組合せとして、熱可塑性樹脂（ｂ）がポリアリーレンエーテルケトンであり、熱
可塑性樹脂（ｃ）がポリエーテルスルホンである、ことが好ましい。かかる組合せとする
ことで、接着面の設計自由度が向上することに加えて、接着面が耐熱性と耐薬品性とに優
れ、信頼性の高い成形品が得られることから好ましい。
【００３５】
　本発明で用いる構成要素［Ａ］の強化繊維としては、ガラス繊維、炭素繊維、金属繊維
、芳香族ポリアミド繊維、ポリアラミド繊維、アルミナ繊維、炭化珪素繊維、ボロン繊維
、玄武岩繊維などがある。これらは、単独で用いてもよいし、２種以上併用して用いても
よい。これらの強化繊維は、表面処理が施されているものであっても良い。表面処理とし
ては、金属の被着処理、カップリング剤による処理、サイジング剤による処理、添加剤の
付着処理などがある。これらの強化繊維の中には、導電性を有する強化繊維も含まれてい
る。強化繊維としては、比重が小さく、高強度かつ高弾性率である炭素繊維が、好ましく
使用される。
【００３６】
　炭素繊維の市販品としては、“トレカ（登録商標）”Ｔ８００Ｇ－２４Ｋ、“トレカ（
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登録商標）”Ｔ８００Ｓ－２４Ｋ、“トレカ（登録商標）”Ｔ７００Ｇ－２４Ｋ、“トレ
カ（登録商標）”Ｔ７００Ｓ－２４Ｋ、“トレカ（登録商標）”Ｔ３００－３Ｋ、および
“トレカ（登録商標）”Ｔ１１００Ｇ－２４Ｋ（以上、東レ（株）製）などが挙げられる
。
【００３７】
　強化繊維の形態や配列については、強化繊維が一方向に配列されているか、一方向に配
列した強化繊維の層が複数層積層されてなる積層物であるか、または織物の形態等から適
宜選択できる。軽量で耐久性がより高い水準にあり、溶着工程における変形が小さい成形
品が得られることから、一方向に配列した強化繊維の層が複数層積層されてなる積層物が
好ましい。この場合、各層内において強化繊維が一方向に配列されていればよく、異なる
層に含まれる強化繊維は、異なる方向を向いていてもよい。
【００３８】
　これらの形態は、強化繊維から構成される複数本の強化繊維束を用いて得ることが可能
である。強化繊維束は、同一の形態の複数本の繊維から構成されていても、あるいは、異
なる形態の複数本の繊維から構成されていても良い。一つの強化繊維束を構成する強化繊
維数は、通常、３００～６０，０００であるが、成形材料の製造を考慮すると、好ましく
は、３００～４８，０００であり、より好ましくは、１，０００～２４，０００である。
上記の上限のいずれかと下限のいずれかとの組み合わせによる範囲であってもよい。
【００３９】
　構成要素［Ａ］の強化繊維は、少なくとも一方向に、１０ｍｍ以上の長さにわたり連続
した強化繊維であることが好ましい。繊維強化複合材料の幅方向の全幅にわたり連続して
いる必要はなく、途中で分断されていても良い。
【００４０】
　構成要素［Ａ］の強化繊維について、ＪＩＳ　Ｒ７６０８（２００７）の樹脂含浸スト
ランド試験法に準拠して測定したストランド引張強度が、５．５ＧＰａ以上であると、溶
着工程における変形が小さい成形品が得られることから好ましい。得られる成形品の軽量
性と力学特性のバランスの観点から、ストランド引張強度が５．８ＧＰａ以上であると、
さらに好ましい。
【００４１】
　本発明において繊維強化樹脂領域（Ｅ）は、強化繊維の集合体に熱硬化性樹脂（ｄ）を
含浸させることで形成できる。含浸方法としては、例えばハンド・レイアップ法、フィラ
メント・ワインディング法、プルトルージョン法、レジン・インジェクション・モールデ
ィング法、レジン・トランスファー・モールディング法などが挙げられる。
【００４２】
　本発明において、成形材料は、繊維強化樹脂領域（Ｅ）中の熱硬化性樹脂（ｄ）を硬化
物として存在させて用いることもできる。ここで、硬化物は、繊維強化樹脂領域（Ｅ）に
おける熱硬化性樹脂（ｄ）を、加熱硬化させることにより得ることができる。ここで加熱
硬化させる方法としては、例えば、プレス成形法、オートクレーブ成形法、バッギング成
形法、ラッピングテープ法、内圧成形法等が採用される。
【００４３】
　かかる加熱硬化のための温度条件は、熱硬化性樹脂（ｄ）の種類および硬化剤や促進剤
の種類や量に応じて適宜設定することができる。例えば、熱硬化性樹脂（ｄ）としてエポ
キシ樹脂を含み、アミン化合物としてジアミノジフェニルスルホンを用いた場合は、１８
０℃で２時間の温度条件が好適に使用でき、硬化剤にジシアンジアミドを用いた場合は、
１３５℃で２時間の温度条件が好適に使用できる。
【００４４】
　繊維強化樹脂領域（Ｅ）中に存在する熱硬化性樹脂（ｄ）が硬化物か否かを判定する手
法としては、示差走査熱量分析が例示できる。繊維強化樹脂領域（Ｅ）を不活性ガス雰囲
気下、昇温速度１０℃／分にて示差走査熱量分析を行った際に、発熱反応として現れるピ
ークの面積（残存発熱）が５０J／ｇ以下であれば硬化物であると判定する。
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【００４５】
　繊維強化樹脂領域（Ｅ）に使用される熱硬化性樹脂（ｄ）としては、例えば、不飽和ポ
リエステル樹脂、ビニルエステル樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ユリア樹脂、メ
ラミン樹脂、熱硬化ポリイミド樹脂、シアネートエステル樹脂、ビスマレイミド樹脂、ベ
ンゾオキサジン樹脂、またはこれらの共重合体、変性体、および、これらの少なくとも２
種類をブレンドした樹脂がある。耐衝撃性向上のために、エラストマーもしくはゴム成分
が添加されていても良い。これらの中でも、成形加工性と力学特性の観点からエポキシ樹
脂、フェノール樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ビニルエステル樹脂および熱硬化ポリイ
ミド樹脂からなる群より選ばれる少なくとも１種であることが好ましい。
【００４６】
　中でも、エポキシ樹脂は、力学特性、耐熱性および強化繊維との接着性に優れ、好まし
い。エポキシ樹脂の主剤としては、例えばビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビスフェノ
ールＦ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＡＤ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＳ型エポキ
シ樹脂などのビスフェノール型エポキシ樹脂；テトラブロモビスフェノールＡジグリシジ
ルエーテルなどの臭素化エポキシ樹脂；ビフェニル骨格を有するエポキシ樹脂；ナフタレ
ン骨格を有するエポキシ樹脂；ジシクロペンタジエン骨格を有するエポキシ樹脂；フェノ
ールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂などのノボラック
型エポキシ樹脂；Ｎ，Ｎ，Ｏ－トリグリシジル－ｍ－アミノフェノール、Ｎ，Ｎ，Ｏ－ト
リグリシジル－ｐ－アミノフェノール、Ｎ，Ｎ，Ｏ－トリグリシジル－４－アミノ－３－
メチルフェノール、Ｎ，Ｎ，Ｎ，Ｎ－テトラグリシジル－４，４－メチレンジアニリン、
Ｎ，Ｎ，Ｎ，Ｎ－テトラグリシジル－２，２－ジエチル－４，４－メチレンジアニリン、
Ｎ，Ｎ，Ｎ，Ｎ－テトラグリシジル－ｍ－キシリレンジアミン、Ｎ，Ｎ－ジグリシジルア
ニリン、Ｎ，Ｎ－ジグリシジル－ｏ－トルイジンなどのグリシジルアミン型エポキシ樹脂
；レゾルシンジグリシジルエーテル、トリグリシジルイソシアヌレートなどを挙げること
ができる。
【００４７】
　本発明において熱硬化性樹脂（ｄ）は、エポキシ樹脂を含み、全エポキシ樹脂を１００
質量％として、グリシジル基を３個以上含むグリシジルアミン型エポキシ樹脂を４０～１
００質量％含むことで、耐熱性に優れた硬化物が得られるため、より好ましい態様となる
。
【００４８】
　グリリシジル基を３個以上含むグリシジルアミン型エポキシ樹脂としては、Ｎ，Ｎ，Ｏ
－トリグリシジル－ｍ－アミノフェノール、Ｎ，Ｎ，Ｏ－トリグリシジル－ｐ－アミノフ
ェノール、Ｎ，Ｎ，Ｏ－トリグリシジル－４－アミノ－３－メチルフェノール、Ｎ，Ｎ，
Ｎ，Ｎ－テトラグリシジル－４，４－メチレンジアニリン、Ｎ，Ｎ，Ｎ，Ｎ－テトラグリ
シジル－２，２－ジエチル－４，４－メチレンジアニリン、Ｎ，Ｎ，Ｎ，Ｎ－テトラグリ
シジル－ｍ－キシリレンジアミンなどを挙げることができる。
【００４９】
　エポキシ樹脂の硬化剤としては、例えば、ジシアンジアミド、芳香族アミン化合物、フ
ェノールノボラック樹脂、クレゾールノボラック樹脂、ポリフェノール化合物、イミダゾ
ール誘導体、テトラメチルグアニジン、チオ尿素付加アミン、カルボン酸ヒドラジド、カ
ルボン酸アミド、ポリメルカプタンなどが挙げられる。
【００５０】
　なかでも、エポキシ樹脂の硬化剤として芳香族アミン硬化剤を用いることにより、耐熱
性の良好なエポキシ樹脂硬化物が得られる。芳香族アミン化合物としては、例えば、３，
３－ジイソプロピル－４，４－ジアミノジフェニルスルホン、３，３－ジ－ｔ－ブチル－
４，４－ジアミノジフェニルスルホン、３，３－ジエチル－５，５－ジメチル－４，４－
ジアミノジフェニルスルホン、３，３－ジイソプロピル－５，５－ジメチル－４，４－ジ
アミノジフェニルスルホン、３，３－ジ－ｔ－ブチル－５，５－ジメチル－４，４－ジア
ミノジフェニルスルホン、３，３，５，５－テトラエチル－４，４－ジアミノジフェニル
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スルホン、３，３－ジイソプロピル－５，５－ジエチル－４，４－ジアミノジフェニルス
ルホン、３，３－ジ－ｔ－ブチル－５，５－ジエチル－４，４－ジアミノジフェニルスル
ホン、３，３，５，５－テトライソプロピル－４，４－ジアミノジフェニルスルホン、３
，３－ジ－ｔ－ブチル－５，５－ジイソプロピル－４，４－ジアミノジフェニルスルホン
、３，３，５，５－テトラ－ｔ－ブチル－４，４－ジアミノジフェニルスルホン、４，４
－ジアミノジフェニルスルホン、３，３－ジアミノジフェニルスルホンなどが挙げられる
。
【００５１】
　さらに、繊維強化樹脂領域（Ｅ）の熱硬化性樹脂（ｄ）には、熱硬化性樹脂に可溶な熱
可塑性樹脂成分を含むことが好ましい。可溶な熱可塑性樹脂成分を含むことで、熱可塑性
樹脂（ｂ）や熱可塑性樹脂（ｃ）との親和性が向上し、各層間の接合強度が向上する。こ
こで「熱硬化性樹脂に可溶」とは、熱可塑性樹脂成分を熱硬化性樹脂に混合したものを加
熱、または加熱撹拌することによって、均一相をなす温度領域が存在することを指す。こ
こで、「均一相をなす」とは、目視で分離のない状態が得られることを指す。ある温度領
域で均一相をなすのであれば、その温度領域以外、例えば室温で分離が起こっても構わな
い。
【００５２】
　熱硬化性樹脂に可溶な熱可塑性樹脂成分としては、一般に、主鎖に炭素－炭素結合、ア
ミド結合、イミド結合、エステル結合、エーテル結合、カーボネート結合、ウレタン結合
、チオエーテル結合、スルホン結合およびカルボニル結合からなる群から選ばれる結合を
有する熱可塑性樹脂であることが好ましい。良好な耐熱性を得るためには、成形体として
用いたときに熱変形を起こしにくいという観点から、ガラス転移温度が好ましくは１５０
℃以上、より好ましくは１７０℃以上である熱可塑性樹脂であり、ポリエーテルイミドや
ポリエーテルスルホン等が好適な例として挙げられる。
【００５３】
　繊維強化樹脂領域（Ｅ）の熱硬化性樹脂（ｄ）に、リン化合物が含まれることも、難燃
性向上の点から好ましい態様の一つではある。しかしながら、リン化合物量が多いと、熱
硬化性樹脂（ｄ）を硬化させた際の繊維強化樹脂領域（Ｅ）の曲げ強度が低下することが
ある。このことから、かかる熱硬化性樹脂（ｄ）中のリン原子濃度は０．０１質量％以上
１．０質量％以下とすることで、優れた曲げ強度とできるため好ましい。
【００５４】
　なお、リン化合物を含むか否かにかかわらず、繊維強化樹脂領域（Ｅ）は、熱硬化性樹
脂（ｄ）が硬化物として存在する状態での曲げ強度が１５０ＭＰａ以上であることが、成
形品としたときに優れた接合強度を示すため、好ましい。
【００５５】
　本発明の成形材料は、単位面積あたりの樹脂領域（Ｂ）の質量が１０ｇ／ｍ２以上であ
ると好ましい。単位面積あたりの樹脂領域（Ｂ）の質量が１０ｇ／ｍ２以上であると、樹
脂領域（Ｂ）内に繊維強化樹脂領域（Ｅ）から強化繊維の一部が侵入したアンカリング構
造が形成され、優れた接合強度を発現することができる。単位面積あたりの樹脂領域（Ｂ
）の質量は、より好ましくは２０ｇ／ｍ２以上である。単位面積当たりの樹脂領域（Ｂ）
の質量の上限としては、２００ｇ／ｍ２以下が例示できる。
【００５６】
　本発明の成形材料は、単位面積あたりの樹脂領域（Ｃ）の質量が、１０ｇ／ｍ２以上で
あると好ましい。単位面積あたりの樹脂領域（Ｃ）の質量が１０ｇ／ｍ２以上であると、
樹脂領域（Ｃ）内に繊維強化樹脂領域（Ｅ）から強化繊維の一部が侵入したアンカリング
構造が形成され、優れた接合強度を発現することができる。単位面積あたりの樹脂領域（
Ｃ）の質量は、より好ましくは２０ｇ／ｍ２以上である。単位面積当たりの樹脂領域（Ｃ
）の質量の上限としては、２００ｇ／ｍ２以下が例示できる。
【００５７】
　［粗さ平均長さ、粗さ平均高さ］
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　本発明の成形材料においては、樹脂領域（Ｂ）と繊維強化樹脂領域（Ｅ）との境界面お
よび／または樹脂領域（Ｃ）と繊維強化樹脂領域（Ｅ）との境界面をまたいで両樹脂領域
に含まれる構成要素［Ａ］の強化繊維が存在する構造（アンカリング構造）を取ることが
好ましい。また、図９に示すように成形材料９－１を平面視したとき、構成要素［Ａ］９
－２の繊維方向に対し、時計回りか反時計回りかを問わず４５度の方向に、成形材料に垂
直な断面、すなわち、成形材料がなす平面に対し垂直にカットして得られる断面９－５を
得た場合において、両樹脂の境界面が形成する断面曲線の、ＪＩＳ　Ｂ０６０１（２００
１）で定義される粗さ平均長さＲＳｍが１００μｍ以下であり、粗さ平均高さＲｃが３．
５μｍ以上であることが、好ましい。粗さ平均高さＲｃは境界面のより強固な接合強度を
１０μｍ以上であることが好ましい。
【００５８】
　両樹脂領域の境界面をまたいで両樹脂領域に含まれる［Ａ］の存在の確認は、平面方向
に対し垂直にカットして得られる断面の観察によって確認することができる。一例を、図
１０を用いて示す。図１０の観察断面１０－４において、成形材料の樹脂領域（Ｂ）１０
－２は繊維強化樹脂領域（Ｅ）１０－３と密着しており、樹脂領域（Ｂ）１０－２と繊維
強化樹脂領域（Ｅ）１０－３が密着している面は境界面１０－５として図示されている。
また、境界面１０－５上には複数の構成要素［Ａ］１０－１が存在している。境界面１０
－５上の構成要素［Ａ］１０－１は、樹脂領域（Ｂ）１０－２にも、繊維強化樹脂領域（
Ｅ）１０－３にも接している。このように強化繊維の周囲に樹脂領域（Ｂ）および繊維強
化樹脂領域（Ｅ）が接している状態は、強化繊維が「境界面をまたいで両樹脂領域に含ま
れる」状態といえる。このような状態は樹脂領域（Ｃ）および繊維強化樹脂領域（Ｅ）と
の間にも同様に言える。
【００５９】
　樹脂領域（Ｂ）と繊維強化樹脂領域（Ｅ）との境界面および／または樹脂領域（Ｃ）と
繊維強化樹脂領域（Ｅ）との境界面をまたいで両樹脂領域に含まれる［Ａ］の強化繊維が
存在することで、境界面上に存在する構成要素［Ａ］が樹脂領域（Ｂ）の構成要素［Ｂ］
と繊維強化樹脂領域（Ｅ）の構成要素［Ｄ］および／または樹脂領域（Ｃ）の構成要素［
Ｃ］と繊維強化樹脂領域（Ｅ）の構成要素［Ｄ］と化学的または／および物理的に結合す
ることにより、樹脂領域（Ｂ）と繊維強化樹脂領域（Ｅ）との境界面および／または樹脂
領域（Ｃ）と繊維強化樹脂領域（Ｅ）との境界面の密着力が向上する。境界面上に存在す
る構成要素［Ａ］の本数は１本以上あれば良い。本数の上限は、特に限定されないが、後
述の方法によって観測される画像における５００μｍ四方の範囲において２００本以下が
好ましい。
【００６０】
　樹脂領域（Ｂ）と繊維強化樹脂領域（Ｅ）との境界面および／または樹脂領域（Ｃ）と
繊維強化樹脂領域（Ｅ）との境界面は、成形材料の平面視において、構成要素［Ａ］の繊
維方向に対し、時計回りか反時計回りかを問わず４５度の方向に、成形材料に垂直な断面
において観察される。かかる断面で、当該境界面における樹脂領域の態様を観察すること
で、繊維方向およびこれと直交する方向の密着力を同時に評価することができる。
【００６１】
　かかる断面観察において、当該境界面が形成する断面曲線の、ＪＩＳ　Ｂ０６０１（２
００１）で定義される粗さ平均長さＲＳｍが１００μｍ以下であると、構成要素［Ａ］が
、樹脂領域（Ｂ）と繊維強化樹脂領域（Ｅ）との境界面および／または樹脂領域（Ｃ）と
繊維強化樹脂領域（Ｅ）との境界面をまたぐように存在しやすくなり、上記の密着力向上
効果が得られやすくなる。また、化学的または／および物理的な結合力のみならず、交絡
という機械的な結合力も加わり、樹脂領域（Ｂ）と繊維強化樹脂領域（Ｅ）および／また
は樹脂領域（Ｃ）と繊維強化樹脂領域（Ｅ）とが剥離しにくくなる。粗さ平均長さＲＳｍ
の下限値は、特に限定されないが、応力集中による機械的な結合力の低下を忌避するとい
う観点から、好ましくは１５μｍ以上である。また、断面曲線の粗さ平均高さＲｃが３．
５μｍ以上であることにより、交絡による機械的な結合力が高くなるとともに、構成要素
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［Ａ］が、樹脂領域（Ｂ）と繊維強化樹脂領域（Ｅ）との境界面および／または樹脂領域
（Ｃ）と繊維強化樹脂領域（Ｄ）との境界面をまたぐように存在しやすくなり、樹脂領域
（Ｂ）と繊維強化樹脂領域（Ｅ）との密着力および／または樹脂領域（Ｃ）と繊維強化樹
脂領域（Ｅ）との密着力が向上するので好ましい。断面曲線の粗さ平均高さＲｃは、構成
要素［Ａ］が両樹脂領域に含まれやすくなり密着力がより向上するため、１０μｍ以上が
より好ましく、特に好ましくは２０μｍである。上限値は、特に限定されないが、応力集
中による機械的な結合力の低下を忌避するという観点から、好ましくは１００μｍ以下で
ある。
【００６２】
　ここで、断面曲線の粗さ平均高さＲｃおよび粗さ平均長さＲＳｍの測定方法としては、
公知の手法を用いることができる。例えば、Ｘ線ＣＴを用いて取得した断面画像から測定
する方法、エネルギー分散型Ｘ線分光器（ＥＤＳ）による元素分析マッピング画像から測
定する方法、あるいは光学顕微鏡あるいは走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）あるいは透過型電子
顕微鏡（ＴＥＭ）による断面観察画像から測定する方法が挙げられる。観察において、構
成要素［Ｂ］および／または構成要素［Ｃ］はコントラストを調整するために、染色され
ても良い。上記のいずれかの手法により得られる画像において、５００μｍ四方の範囲に
おいて、断面曲線の粗さ平均高さＲｃおよび粗さ平均長さＲＳｍを測定する。
【００６３】
　断面曲線の粗さ平均高さＲｃおよび粗さ平均長さＲＳｍの測定方法の一例を、図１０を
用いて示す。図１０に示される断面の観察画像１０－４において、樹脂領域（Ｂ）１０－
２は繊維強化樹脂領域（Ｅ）１０－３と密着しており、観察画像１０－４において樹脂領
域（Ｂ）と繊維強化樹脂領域（Ｅ）との境界面１０－５として図示されている。また、境
界面１０－５上には複数の構成要素［Ａ］１０－１が存在している。
【００６４】
　断面曲線の粗さ平均高さＲｃおよび粗さ平均長さＲＳｍの測定方法の一例（断面曲線要
素の測定方法２）を示す。長方形型の観察画像１０－４の繊維強化樹脂領域（Ｅ）側の端
部１０－６を基準線として、繊維強化樹脂領域（Ｅ）１０－３から樹脂領域（Ｂ）１０－
２に向かって５μｍ間隔で垂基線１０－７を描く。基準線から描かれる垂基線が初めて構
成要素［Ｂ］と交わる点をプロットし、プロットされた点を結んだ線を断面曲線１０－８
とする。得られた断面曲線１０－８につき、ＪＩＳ　Ｂ０６０１（２００１）に基づくフ
ィルタリング処理を行い、断面曲線１０－８の粗さ平均高さＲｃおよび粗さ平均長さＲＳ
ｍを算出する。
【００６５】
　本発明の成形材料は、単位面積あたりの構成要素［A］の質量が、３０～２，０００ｇ
／ｍ２であることが好ましい。単位面積あたりの構成要素［A］の質量が３０ｇ／ｍ２以
上であると、繊維強化複合材料成形の溶着工程における変形が小さい成形品が得られやす
い。一方で、単位面積あたりの構成要素［A］の質量が２，０００ｇ／ｍ２以下であると
、プリプレグのドレープ性が向上しやすく、成形材料を硬化させる前に様々な形状への成
形性に優れる。
【００６６】
　本発明の成形材料は、単位面積当たりの熱硬化性樹脂（ｄ）の質量が３～４，５００ｇ
／ｍ２であることが好ましく、３０～２，０００ｇ／ｍ２であることがさらに好ましく、
５０～５００ｇ／ｍ２であることがより好ましい。上記の上限のいずれかと下限のいずれ
かとの組み合わせによる範囲であってもよい。単位面積当たりの熱硬化性樹脂（ｄ）の質
量をかかる範囲内とすることで、熱硬化性樹脂（ｄ）の量が多くなりすぎず、比強度と比
弾性率に優れる繊維強化樹脂領域（Ｅ）の利点が得られやすくなり、また成形の際、硬化
時の発熱量が高くなりすぎにくい。
【００６７】
　繊維強化樹脂領域（Ｅ）にタック性があると、積層した際に繊維強化樹脂領域（Ｅ）同
士が貼り付くことで、さらに樹脂領域（Ｂ）や樹脂領域（Ｃ）を積層する際に強化繊維の
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配向方向がずれにくく、優れた力学特性を持つ成形品が得られる。成形材料中に繊維強化
樹脂領域（Ｅ）の熱硬化性樹脂（ｄ）が存在しない場合、溶着時に強化繊維の配向方向が
維持し難く、優れた力学特性を持つ成形品が得られない。
【００６８】
　本発明における成形材料は、その樹脂領域（Ｂ）の面に樹脂部品（Ｆ）が接合されて一
体化されることにより成形品とすることができる。
【００６９】
　ここでの樹脂部品（Ｆ）は、樹脂領域（Ｂ）との溶着性の観点から、熱可塑性樹脂から
なることが好ましく、熱可塑性樹脂（ｂ）と同種の樹脂を含むことがより好ましい。さら
に溶着性の観点からは、樹脂部品（Ｆ）のＳＰ値と熱可塑性樹脂（ｂ）のＳＰ値との差の
絶対値が２（ＭＰａ）１／２以下であることが好ましく、１（ＭＰａ）１／２以下である
ことがより好ましい。
【００７０】
　さらに、樹脂部品（Ｆ）には、用途等に応じ、本発明の目的を損なわない範囲で適宜、
他の充填材や添加剤を含有しても良い。例えば、無機充填材、難燃剤、導電性付与剤、結
晶核剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、制振剤、抗菌剤、防虫剤、防臭剤、着色防止剤、熱
安定剤、離型剤、帯電防止剤、可塑剤、滑剤、着色剤、顔料、染料、発泡剤、制泡剤、カ
ップリング剤などが挙げられる。
【００７１】
　本発明における樹脂領域（Ｂ）は、なんらかの加熱手段によって、樹脂部品（Ｆ）と一
体化（溶着）することができる。一体化手法としては特に制限はなく、例えば、熱溶着、
振動溶着、超音波溶着、レーザー溶着、インサート射出成形、アウトサート射出成形など
を挙げることができる。特に高速で生産性に優れることからインサート射出成形やアウト
サート射出成形などの射出成形を用いることが好ましい。
【００７２】
　さらに、上記成形品において、樹脂領域（Ｂ）と樹脂部品（Ｆ）との接合面積の割合は
、前記成形材料における表面の樹脂領域（Ｂ）の表面積を１００％とした際に５％以上５
０％未満の範囲であることが好ましい。さらに好ましくは２０％以上４０％以下である。
上記の上限のいずれかと下限のいずれかとの組み合わせによる範囲であってもよい。かか
る範囲内とすることで、成形品の力学特性と、樹脂部品（Ｆ）の形状自由度とが両立でき
、力学特性に優れる形状自由度の高い成形品を簡便に得られるため好ましい。
【００７３】
　樹脂部品（Ｆ）の形態は、リブ、ボス、立ち壁などが例示できるが、特にリブ構造を成
形材料に接合することが成形品の軽量性と力学特性の両立の観点から好ましい。かかるリ
ブ構造は、成形材料上に直線状に配置する例や、交差させたクロスリブとして配置する例
が挙げられる。
【００７４】
　射出成形では、金型内に挿入された成形材料の樹脂領域（Ｂ）に対し、射出された溶融
状態の樹脂部品（Ｆ）が高速で接触し、圧力を付与されたまま冷却され固化する。図２に
、成形材料の樹脂領域（Ｂ）面に対し２本ずつ互いに交差するリブ（クロスリブ）の形状
で樹脂部品（Ｆ）を溶着させた例の平面図を示す。図３はその一断面の模式図である。
【００７５】
　このような成形品を得る場合、図４およびその一断面である図５で例示するように、樹
脂部品（Ｆ）の一部が溶融状態のまま樹脂領域（Ｃ）側に回りこむことがある。特に生産
性を向上させる目的で、高温、高圧で成形する時にそのような問題が起こり易い。生産性
の更なる向上のため、樹脂領域（Ｃ）側に回りこんだ樹脂部品（Ｆ）の不要な部位を簡便
に除去できることが好ましい。本発明においては、前記の通り、ＳＰｂとＳＰｃの差が式
（１）の関係を満たすことで、意図しない接着、例えば樹脂領域（Ｂ）と溶着させたい被
溶着材の一部が樹脂領域（Ｃ）側に回りこんでしまっても樹脂領域（Ｃ）とは溶着せず、
不要な部位を簡便に除去可能となる。



(15) JP 2020-193336 A 2020.12.3

10

20

30

40

50

【００７６】
　本発明における成形材料は、その樹脂領域（Ｃ）の面に樹脂部品（Ｇ）が接合されて一
体化されることにより成形品とすることができる。
【００７７】
　ここでの樹脂部品（Ｇ）は、樹脂領域（Ｃ）との溶着性の観点から、熱可塑性樹脂から
なることが好ましく、熱可塑性樹脂（ｃ）と同種の樹脂を含むことがより好ましい。さら
に溶着性の観点からは、樹脂部品（Ｇ）のＳＰ値と熱可塑性樹脂（ｃ）のＳＰ値との差の
絶対値が２（ＭＰａ）１／２以下であることが好ましく、１（ＭＰａ）１／２以下である
ことがより好ましい。
【００７８】
　さらに、樹脂部品（Ｇ）には、用途等に応じ、本発明の目的を損なわない範囲で適宜、
他の充填材や添加剤を含有しても良い。例えば、無機充填材、難燃剤、導電性付与剤、結
晶核剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、制振剤、抗菌剤、防虫剤、防臭剤、着色防止剤、熱
安定剤、離型剤、帯電防止剤、可塑剤、滑剤、着色剤、顔料、染料、発泡剤、制泡剤、カ
ップリング剤などが挙げられる。
【００７９】
　本発明における樹脂領域（Ｃ）は、なんらかの加熱手段によって、樹脂部品（Ｇ）と一
体化（溶着）することができる。一体化手法としては特に制限はなく、例えば、熱溶着、
振動溶着、超音波溶着、レーザー溶着、インサート射出成形、アウトサート射出成形など
を挙げることができる。特に高速で生産性に優れることからインサート射出成形やアウト
サート射出成形などの射出成形を用いることが好ましい。
【００８０】
　さらに、上記成形品において、樹脂領域（Ｃ）と樹脂部品（Ｇ）との接合面積の割合は
、前記成形材料における表面の樹脂領域（Ｃ）の表面積を１００％とした際に５％以上５
０％未満の範囲であることが好ましい。さらに好ましくは２０％以上４０％以下である。
上記の上限のいずれかと下限のいずれかとの組み合わせによる範囲であってもよい。かか
る範囲内とすることで、成形品の力学特性と、樹脂部品（Ｇ）の形状自由度とが両立でき
、力学特性に優れる形状自由度の高い成形品を簡便に得られるため好ましい。
【００８１】
　樹脂部品（Ｇ）の形態は、リブ、ボス、立ち壁などが例示できるが、特にリブ構造を成
形材料に接合することが成形品の軽量性と力学特性の両立の観点から好ましい。かかるリ
ブ構造は、成形材料上に直線状に配置することや、交差させたクロスリブとして配置する
例が挙げられる。
【００８２】
　射出成形では、金型内に挿入された成形材料の樹脂領域（Ｃ）に対し、射出された溶融
状態の樹脂部品（Ｇ）が高速で接触し圧力を付与されたまま冷却され固化する。図６に、
成形材料の樹脂領域（Ｃ）面に対し２本互いに並行するリブの形状で樹脂部品（Ｇ）を溶
着させた例の平面図を示す。図７はその一断面の模式図である。
【００８３】
　本発明の成形品は、成形材料の樹脂領域（Ｂ）の面に樹脂部品（F）が接合され、さら
に樹脂領域（Ｃ）の面に樹脂部品（Ｇ）が接合されて一体化されたものであっても良い。
図８は図２で得た成形品を金型に挿入し、樹脂領域（Ｃ）に対し、図６と同様に樹脂部品
（Ｇ）を溶着させた成形品の一断面の模式図である。図８のように複数の樹脂部品との簡
便な溶着が可能となることで、形状設計の自由度に優れ、さらに例えば、一方の溶着工程
で成形材料の形状が変化しても、もう一方の溶着工程で修正させることができるため好ま
しい。
【００８４】
　本発明における成形品は、航空機構造部材、風車羽根、自動車外板およびＩＣトレイや
ノートパソコンの筐体などのコンピューター用途さらにはゴルフシャフトやテニスラケッ
トなどスポーツ用途に好ましく用いられる。
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【実施例】
【００８５】
　以下、本発明を実施例により詳細に説明する。ただし、本発明の範囲はこれらの実施例
に限定されるものではない。なお、組成比の単位「部」は、特に注釈のない限り質量部を
意味する。また、各種特性の測定は、特に注釈のない限り温度２３℃、相対湿度５０％の
環境下で行った。
【００８６】
　＜実施例および比較例で用いた材料＞
　以下に示す原料を用いた。それぞれの実施例および比較例で用いた構成は、表１～４に
示すとおりである。
【００８７】
　＜熱可塑性樹脂（ｂ）および熱可塑性樹脂（ｃ）＞
・ＰＡ６：ポリアミド６（結晶性のポリアミドであり、融点２２５[℃]、ＳＰ値２４[Ｍ
Ｐａ]１／２）
・ＰＡ６６：ポリアミド６６（結晶性のポリアミドであり、融点２６７[℃]、ＳＰ値２５
[ＭＰａ]１／２）
・ＰＰ：ポリプロピレン（結晶性のポリオレフィンであり、融点１７０[℃]、ＳＰ値１６
[ＭＰａ]１／２）
・ＰＰＳ：ポリアリーレンスルフィド（結晶性の熱可塑性樹脂であり融点２８４［℃］、
ＳＰ値２４［ＭＰａ］１／２）。
・ＰＥＳ：ポリエーテルサルホン（非晶性のポリエーテルサルホンであり、ガラス転移温
度２２５[℃]、ＳＰ値２４[ＭＰａ]１／２）
・ＰＥＫＫ：ポリエーテルケトンケトン（結晶性のポリアリーレンエーテルケトンであり
、融点３００[℃]、ＳＰ値２４[ＭＰａ]１／２）。
【００８８】
　＜強化繊維＞
・ＣＦ－１：炭素繊維（“トレカ（登録商標）”Ｔ８００Ｓ－２４Ｋ、東レ（株）製、ス
トランド引張強度：５．９ＧＰａ）
・ＣＦ－２：炭素繊維（“トレカ（登録商標）”Ｔ７００Ｓ－２４Ｋ、東レ（株）製、ス
トランド引張強度：４．９ＧＰａ）。
【００８９】
　＜熱硬化性樹脂（ｄ）の作製方法＞
熱硬化性樹脂（ｄ）を、以下の化合物を用いて作製した。
【００９０】
　（１）エポキシ樹脂
・テトラグリシジルジアミノジフェニルメタン（“アラルダイト”（登録商標）ＭＹ７２
１、ハンツマン・アドバンスト・マテリアルズ社製）エポキシ当量：１１３（ｇ／ｅｑ．
）、４官能のグリシジルアミン型エポキシ樹脂）
・ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂（“ｊＥＲ”（登録商標）８２５、三菱ケミカル（株
）製）エポキシ当量：１７５（ｇ／ｅｑ．））
　（２）アミン化合物
・４，４－ジアミノジフェニルスルホン（セイカキュアＳ、和歌山精化工業（株）製）
　（３）熱硬化性樹脂に可溶な熱可塑性樹脂
・ポリエーテルスルホン（“スミカエクセル”（登録商標）ＰＥＳ５００３Ｐ　住友化学
（株）製）。
【００９１】
　（４）熱硬化性樹脂（ｄ）にあたるエポキシ樹脂Ｄ－１の調製方法
　混練装置中に、テトラグリシジルジアミノジフェニルメタン５０部、ビスフェノールＡ
型エポキシ樹脂５０部およびポリエーテルスルホン７．６部を投入し、加熱混練を行い、
ポリエーテルスルホンを溶解させた。次いで、混練を続けたまま１００℃以下の温度まで
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降温させ、４，４－ジアミノジフェニルスルホン４５．１部を加えて撹拌し、熱硬化性樹
脂（ｄ）にあたるエポキシ樹脂Ｄ－１を得た。
【００９２】
　（５）熱硬化性樹脂（ｄ）にあたるエポキシ樹脂Ｄ－２の調製方法
　混練装置中に、テトラグリシジルジアミノジフェニルメタン７０部、ビスフェノールＡ
型エポキシ樹脂３０部およびポリエーテルスルホン７．８部を投入し、加熱混練を行い、
ポリエーテルスルホンを溶解させた。次いで、混練を続けたまま１００℃以下の温度まで
降温させ、４，４－ジアミノジフェニルスルホン４９部を加えて撹拌し、熱硬化性樹脂（
ｄ）にあたるエポキシ樹脂Ｄ－２を得た。
【００９３】
　＜繊維強化樹脂領域（Ｅ）の製造方法＞
　熱硬化性樹脂（ｄ）を、ナイフコーターを用いて樹脂目付５０ｇ／ｍ２で離型紙上にコ
ーティングし、樹脂フィルムを作製した。この樹脂フィルム２枚を、一方向に引き揃えた
強化繊維（目付１９３ｇ／ｍ２）の両側に重ね合せた後、ヒートロールを用い、加熱加圧
しながら熱硬化性樹脂（ｄ）を炭素繊維に含浸させてプリプレグを得た。
【００９４】
　上記で作製したプリプレグを所定の大きさにカットし、強化繊維の軸方向を０°とし、
軸直交方向を９０°と定義して、［０°／９０°］２Ｓ（記号Ｓは、鏡面対称を示す）で
積層し、繊維強化樹脂領域（Ｅ）を作製した。
【００９５】
　＜樹脂部品（Ｆ）および樹脂部品（Ｇ）＞
　＜ＰＡ－１の製造方法＞
　二軸押出機中に、ＰＡ６を８０部およびＣＦ－１を２０部投入し、２５０℃で加熱混練
を行い、射出成形用のペレット（ＰＡ－１）を得た。ペレット中のＣＦ－１の数平均繊維
長は０．１ｍｍであった。
【００９６】
　＜ＰＰ－１の製造方法＞
　二軸押出機中に、ＰＰを８０部およびＣＦ－１を２０部投入し、１９０℃で加熱混練を
行い、射出成形用のペレット（ＰＰ－１）を得た。ペレット中のＣＦ－１の数平均繊維長
は０．２ｍｍであった。
【００９７】
　＜ＰＰＳ－１の製造方法＞
　二軸押出機中に、ＰＰＳを８０部およびＣＦ－１を２０部投入し、３００℃で加熱混練
を行い、射出成形用のペレット（ＰＰＳ－１）を得た。ペレット中のＣＦ－１の数平均繊
維長は０．１ｍｍであった。
【００９８】
　＜ＰＥＳ－１の製造方法＞
　二軸押出機中に、ＰＥＳを８０部およびＣＦ－１を２０部投入し、２５０℃で加熱混練
を行い、射出成形用のペレット（ＰＥＳ－１）を得た。ペレット中のＣＦ－１の数平均繊
維長は０．１ｍｍであった。
【００９９】
　＜ＰＥＫＫ－１の製造方法＞
　二軸押出機中に、ＰＥＫＫを８０部およびＣＦ－１を２０部投入し、３２０℃で加熱混
練を行い、射出成形用のペレット（ＰＥＫＫ－１）を得た。ペレット中のＣＦ－１の数平
均繊維長は０．１ｍｍであった。
【０１００】
　＜成形性の評価＞
　成形性を評価するため、各実施例で用いる樹脂部品（Ｆ）を成形材料の樹脂領域（Ｂ）
面にのみ射出成形した成形性評価用成形品（ＦＢ）を得た。また成形材料の金型間への配
置向きのみを変更し、樹脂部品（Ｆ）を成形材料の樹脂領域（Ｃ）面にのみ射出成形した



(18) JP 2020-193336 A 2020.12.3

10

20

30

40

50

成形性評価用成形品（ＦＣ）を得た。各実施例で用いる樹脂部品（Ｇ）についても同様に
して、それぞれ樹脂領域（Ｂ）面にのみ射出成形した成形性評価用成形品（ＧＢ）および
樹脂領域（Ｃ）面にのみ射出成形した成形性評価用成形品（ＧＣ）を得た。得られた各成
形性評価用成形品から、垂直接合強度評価サンプルとして、成形材料と樹脂部品（Ｆ）ま
たは樹脂部品（Ｇ）のそれぞれが接合している部分を含み、該接合部分の面積が１０ｍｍ
×１０ｍｍの平面状となるようそれぞれのサンプルを切り出した。
【０１０１】
　それぞれのサンプルについて、接合面の面内方向に対して垂直な荷重がかかるよう、成
形材料と、樹脂部品（Ｆ）または樹脂部品（Ｇ）とをそれぞれ担持し、“インストロン”
（登録商標）５５６５型万能材料試験機（インストロン・ジャパン（株）製）を使用して
引き剥がし方向に引張試験を行った。なお、試験機で担持できなかった場合は、接着剤（
スリーボンド１７８２、株式会社スリーボンド製）を接合面に塗布し、２３±５℃、５０
±５％ＲＨで４時間以上静置して接着させた治具を介して担持した。
【０１０２】
　上記引張試験は、引張速度１．２７ｍｍ／分にて、サンプルの接合面から垂直方向に引
っ張って行い、その最大荷重を接着面積で除した値を垂直接合強度（単位：ＭＰａ）とし
た。また、試料数はｎ＝５とした。また、１０ｍｍ×１０ｍｍの接合面積でサンプルが採
取できない場合は、接合面積が１００ｍｍ２以下の最大の面積となるようサンプルを切り
出し、この際の接合面積で引張試験時の最大荷重を除することで垂直接合強度（単位：Ｍ
Ｐａ）とした。
【０１０３】
　垂直接合強度は以下の４段階で評価しｇｏｏｄおよびｆａｉｒを合格とした。
【０１０４】
　＜樹脂部品（Ｆ）に関する成形性の評価＞
ｇｏｏｄ：樹脂部品（Ｆ）と樹脂領域（Ｂ）との接合強度（Ｆ／ｂ接着、以下同様）が１
０ＭＰａ以上かつ樹脂部品（Ｆ）と樹脂領域（Ｃ）との接合強度（Ｆ／ｃ接着、以下同様
）が２ＭＰａ未満。
ｆａｉｒ：樹脂部品（Ｆ）と樹脂領域（Ｂ）との接合強度が１０ＭＰａ以上かつ樹脂部品
（Ｆ）と樹脂領域（Ｃ）との接合強度が２ＭＰａ以上５ＭＰａ未満。
ｂａｄ－１：樹脂部品（Ｆ）と樹脂領域（Ｂ）との接合強度が１０ＭＰａ未満。
ｂａｄ－２：樹脂部品（Ｆ）と樹脂領域（Ｂ）との接合強度が１０ＭＰａ以上かつ樹脂部
品（Ｆ）と樹脂領域（Ｃ）との接合強度が５ＭＰａ以上。
【０１０５】
　＜樹脂部品（Ｇ）に関する成形性の評価＞
ｇｏｏｄ：樹脂部品（Ｇ）と樹脂領域（Ｃ）との接合強度（Ｇ／ｃ接着、以下同様）が１
０ＭＰａ以上かつ樹脂部品（Ｇ）と樹脂領域（Ｂ）の接合強度（Ｇ／ｂ接着、以下同様）
が２ＭＰａ未満。
ｆａｉｒ：樹脂部品（Ｇ）と樹脂領域（Ｃ）との接合強度が１０ＭＰａ以上かつ樹脂部品
（Ｇ）と樹脂領域（Ｂ）との接合強度が２ＭＰａ以上５ＭＰａ未満。
ｂａｄ－３：樹脂部品（Ｇ）と樹脂領域（Ｃ）との接合強度が１０ＭＰａ未満。
ｂａｄ－４：樹脂部品（Ｇ）と樹脂領域（Ｃ）の接合強度が１０ＭＰａ以上かつ樹脂部品
（Ｇ）と樹脂領域（Ｂ）の接合強度が５ＭＰａ以上。
【０１０６】
　＜実施例１＞
　表１に示す材料を用いて、前記＜繊維強化樹脂領域（Ｅ）の製造方法＞に従い、熱硬化
性樹脂（ｄ）と強化繊維を含む層状の繊維強化樹脂領域（Ｅ）を得た。この繊維強化樹脂
領域（Ｅ）に５０ｇ／ｍ２のシート状の樹脂領域（Ｂ）を積層し、２３０℃、０．５ＭＰ
ａで１０秒間溶着させた。次いで、樹脂領域（Ｂ）とは反対側の繊維強化樹脂領域（Ｅ）
の表面に５０ｇ／ｍ２のシート状の樹脂領域（Ｃ）を積層し、２００℃、０．５ＭＰａで
１０秒間溶着させて、樹脂領域（Ｂ）と繊維強化樹脂領域（Ｅ）と樹脂領域（Ｃ）とがこ
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の順に層状をなして隣接した成形材料を得た。得られた成形材料の特徴を表１に示す。
【０１０７】
　＜実施例２＞
　熱可塑性樹脂（ｂ）をＰＡ６からＰＡ６６に代えて、樹脂領域（Ｂ）の繊維強化樹脂領
域（Ｅ）への溶着温度を２３０℃から２７０℃に代えた以外は実施例１と同様に成形材料
を得た。得られた成形材料の特徴を表１に示す。
【０１０８】
　＜実施例３＞
　熱可塑性樹脂（ｂ）をＰＡ６からＰＰＳに代えて、樹脂領域（Ｂ）の繊維強化樹脂領域
（Ｅ）への溶着温度を２３０℃から２９０℃に代えた以外は実施例１と同様に成形材料を
得た。得られた成形材料の特徴を表１に示す。
【０１０９】
　＜実施例４＞
　熱可塑性樹脂（ｃ）をＰＰからＰＥＳに代えて、樹脂領域（Ｃ）の繊維強化樹脂領域（
Ｅ）への溶着温度を２００℃から２３０℃に代えた以外は実施例１と同様に成形材料を得
た。得られた成形材料の特徴を表１に示す。
【０１１０】
　＜実施例５＞
　熱可塑性樹脂（ｂ）をＰＡ６からＰＰＳに代えて、樹脂領域（Ｂ）の繊維強化樹脂領域
（Ｅ）への溶着温度を２３０℃から２９０℃に代えた以外は実施例４と同様に成形材料を
得た。得られた成形材料の特徴を表１に示す。
【０１１１】
　＜実施例６＞
　熱可塑性樹脂（ｂ）をＰＡ６からＰＥＫＫに代えて、樹脂領域（Ｂ）の繊維強化樹脂領
域（Ｅ）への溶着温度を２３０℃から３００℃に代えた以外は実施例４と同様に成形材料
を得た。得られた成形材料の特徴を表１に示す。
【０１１２】
　＜比較例１＞
　熱可塑性樹脂（ｃ）をＰＰからＰＡ６に代えて、樹脂領域（Ｃ）の繊維強化樹脂領域（
Ｅ）への溶着温度を２００℃から２３０℃に代えた以外は実施例１と同様に成形材料を得
た。得られた成形材料の特徴を表１に示す。
【０１１３】
　＜比較例２＞
　熱可塑性樹脂（ｃ）をＰＰからＰＡ６６に代えて、樹脂領域（Ｃ）の繊維強化樹脂領域
（Ｅ）への溶着温度を２００℃から２７０℃に代えた以外は実施例１と同様に成形材料を
得た。得られた成形材料の特徴を表２に示す。
【０１１４】
　＜比較例３＞
　熱可塑性樹脂（ｂ）をＰＡ６からＰＡ６６に代えて、樹脂領域（Ｂ）の繊維強化樹脂領
域（Ｅ）への溶着温度を２３０℃から２７０℃に代えた以外は比較例２と同様に成形材料
を得た。得られた成形材料の特徴を表２に示す。
【０１１５】
　＜比較例４＞
　熱可塑性樹脂（ｃ）をＰＥＳからＰＰＳに代えて、樹脂領域（Ｃ）の繊維強化樹脂領域
（Ｅ）への溶着温度を２３０℃から２９０℃に代えた以外は実施例５と同様に成形材料を
得た。得られた成形材料の特徴を表２に示す。
【０１１６】
　＜比較例５＞
　熱可塑性樹脂（ｃ）をＰＥＳからＰＥＫＫに代えて、樹脂領域（Ｃ）の繊維強化樹脂領
域（Ｅ）への溶着温度を２３０℃から３００℃に代えた以外は実施例６と同様に成形材料
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を得た。得られた成形材料の特徴を表２に示す。
【０１１７】
　＜実施例７＞
　熱硬化性樹脂（ｄ）をＤ－１からＤ－２に代えた以外は実施例１と同様に成形材料を得
た。得られた成形材料の特徴を表２に示す。
【０１１８】
　＜実施例８＞
　強化繊維をＣＦ－１からＣＦ－２に代えた以外は実施例１と同様に成形材料を得た。得
られた成形材料の特徴を表２に示す。
【０１１９】
　実施例１～８の成形材料においては、構成要素［Ａ］の強化繊維が、樹脂領域（Ｂ）と
繊維強化樹脂領域（Ｅ）との境界面および樹脂領域（Ｃ）と繊維強化樹脂領域（Ｅ）との
境界面をまたいで存在していた。
【０１２０】
　＜実施例９＞
　実施例１の成形材料を１５０ｍｍ×１５０ｍｍのサイズにカットし、プレス成形機で０
．６ＭＰａの圧力をかけ、１８０℃で１２０分間加温することで、熱硬化性樹脂（ｄ）を
硬化させた積層体を得た。
【０１２１】
　得られた積層体を射出成形機の金型間にセットし、樹脂部品（Ｆ）として前記ＰＡ－１
を樹脂領域（Ｂ）面に射出成形した。射出成形条件はシリンダ温度２６０℃、金型温度６
０℃で行った。また、この射出成形金型は樹脂部品（Ｆ）が図２、３の形状として成形さ
れるようなキャビティを有しており、樹脂部品（Ｆ）は、幅１５ｍｍ高さ５ｍｍのリブが
４０ｍｍ間隔で配置されて直交したクロスリブ形状であった。樹脂領域（Ｂ）と樹脂部品
（Ｆ）との接合面積は、積層体の時点で表に露出した樹脂領域（Ｂ）の表面積を１００％
とした際に３６％であった。表３中ではこの形状をＴｙｐｅ－Ｉと略す。得られた成形品
の構成と成形性評価結果を表３に示す。
【０１２２】
　次いで、得られた積層体と樹脂部品（Ｆ）との成形品を、射出成形金型間にセットし、
樹脂部品（Ｇ）として前記ＰＰ－１を樹脂領域（Ｃ）面に射出成形した。射出成形条件は
シリンダ温度２３０℃、金型温度６０℃で行った。また、この射出成形金型は樹脂部品（
Ｇ）が図６、７の形状として成形されるようなキャビティを有しており、樹脂部品（Ｇ）
は、幅１５ｍｍ高さ５ｍｍのリブが４０ｍｍ間隔で平行に配置されたリブ形状であった。
樹脂領域（Ｃ）と樹脂部品（Ｇ）との接合面積は、積層体において表に露出した樹脂領域
（Ｃ）の表面積を１００％とした際に２０％であった。表３中ではこの形状をＴｙｐｅ－
ＩＩと略す。得られた成形品の構成と成形性評価結果を表３に示す。
【０１２３】
　＜実施例１０＞
　成形材料を実施例１から実施例２に代えた以外は実施例９と同様に成形品を得た。得ら
れた成形品の特徴を表３に示す。
【０１２４】
　＜実施例１１＞
　成形材料を実施例１から実施例３に代えて、樹脂部品（Ｆ）を前記ＰＡ－１から前記Ｐ
ＰＳ－１に代えて、樹脂部品（Ｆ）の射出成形条件を、シリンダ温度２６０℃、金型温度
６０℃からシリンダ温度３２０℃、金型温度１５０℃に代えた以外は実施例９と同様に成
形品を得た。得られた成形品の特徴を表３に示す。
【０１２５】
　＜実施例１２＞
　成形材料を実施例１から実施例４に代えて、樹脂部品（Ｇ）を前記ＰＰ－１から前記Ｐ
ＥＳ－１に代えて、樹脂部品（Ｇ）の射出成形条件を、シリンダ温度２３０℃、金型温度
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６０℃からシリンダ温度２６０℃、金型温度６０℃に代えた以外は実施例９と同様に成形
品を得た。得られた成形品の特徴を表３に示す。
【０１２６】
　＜実施例１３＞
　成形材料を実施例４から実施例５に代えて、樹脂部品（Ｆ）を前記ＰＡ－１から前記Ｐ
ＰＳ－１に代えて、樹脂部品（Ｆ）の射出成形条件を、シリンダ温度２６０℃、金型温度
６０℃からシリンダ温度３２０℃、金型温度１５０℃に代えた以外は実施例１２と同様に
成形品を得た。得られた成形品の特徴を表３に示す。
【０１２７】
　＜実施例１４＞
　成形材料を実施例４から実施例６に代えて、樹脂部品（Ｆ）を前記ＰＡ－１から前記Ｐ
ＥＫＫ－１に代えて、樹脂部品（Ｆ）の射出成形条件を、シリンダ温度２６０℃、金型温
度６０℃からシリンダ温度３５０℃、金型温度１５０℃に代えた以外は実施例１２と同様
に成形品を得た。得られた成形品の特徴を表３に示す。
【０１２８】
　＜比較例６＞
　成形材料を実施例１から比較例１に代えて、樹脂部品（Ｇ）を前記ＰＰ－１から前記Ｐ
Ａ－１に代えて、樹脂部品（Ｇ）の射出成形条件を、シリンダ温度２３０℃、金型温度６
０℃からシリンダ温度２６０℃、金型温度６０℃に代えた以外は実施例９と同様に成形品
を得た。得られた成形品の特徴を表３に示す。
【０１２９】
　＜比較例７＞
　成形材料を比較例１から比較例２に代えた以外は比較例６と同様に成形品を得た。得ら
れた成形品の特徴を表３に示す。
【０１３０】
　＜比較例８＞
　成形材料を比較例１から比較例３に代えた以外は比較例６と同様に成形品を得た。得ら
れた成形品の特徴を表４に示す。
【０１３１】
　＜比較例９＞
　成形材料を実施例５から比較例４に代えて、樹脂部品（Ｇ）を前記ＰＥＳ－１から前記
ＰＰＳ－１に代えて、樹脂部品（Ｇ）の射出成形条件を、シリンダ温度２６０℃、金型温
度６０℃からシリンダ温度３２０℃、金型温度１５０℃に代えた以外は実施例１３と同様
に成形品を得た。得られた成形品の特徴を表４に示す。
【０１３２】
　＜比較例１０＞
　成形材料を実施例６から比較例５に代えて、樹脂部品（Ｇ）を前記ＰＥＳ－１から前記
ＰＥＫＫ－１に代えて、樹脂部品（Ｇ）の射出成形条件を、シリンダ温度２６０℃、金型
温度６０℃からシリンダ温度３５０℃、金型温度１５０℃に代えた以外は実施例１４と同
様に成形品を得た。得られた成形品の特徴を表４に示す。
【０１３３】
　＜実施例１５＞
　成形材料を実施例１から実施例７に代えた以外は実施例９と同様に成形品を得た。得ら
れた成形品の特徴を表４に示す。
【０１３４】
　＜実施例１６＞
　成形材料を実施例１から実施例８に代えた以外は実施例９と同様に成形品を得た。得ら
れた成形品の特徴を表４に示す。
【０１３５】
　＜比較例１１＞
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　成形材料を実施例１から比較例１に代えて、樹脂部品（Ｆ）を前記ＰＡ－１から前記Ｐ
Ｐ－１に代えて、樹脂部品（Ｆ）の射出成形条件を、シリンダ温度２６０℃、金型温度６
０℃からシリンダ温度２３０℃、金型温度６０℃に代えた以外は実施例９と同様に成形品
を得た。得られた成形品の特徴を表４に示す。
【０１３６】
　＜比較例１２＞
　成形材料を比較例１から比較例４に代えた以外は比較例１１と同様に成形品を得た。得
られた成形品の特徴を表４に示す。
【０１３７】
　＜比較例１３＞
　成形材料を比較例１から比較例５に代えた以外は比較例１１と同様に成形品を得た。得
られた成形品の特徴を表４に示す。
【０１３８】
　＜比較例１４＞
　実施例１と同様の方法で得られた層状の繊維強化樹脂領域（Ｅ）を用い、繊維強化樹脂
領域（Ｅ）のみを１８０℃の温度で２時間、加熱加圧して繊維強化樹脂領域（Ｅ）の硬化
物を得た。この硬化した繊維強化樹脂領域（Ｅ）に５０ｇ／ｍ２のシート状の樹脂領域（
Ｂ）を積層し、２３０℃、０．５ＭＰａで１０秒間溶着工程を行った。次いで、樹脂領域
（Ｂ）とは反対側の繊維強化樹脂領域（Ｅ）の表面に５０ｇ／ｍ２のシート状の樹脂領域
（Ｃ）を積層し、２００℃、０．５ＭＰａで１０秒間溶着工程を行ったが、繊維強化性樹
脂領域（Ｅ）の強化繊維が樹脂領域（Ｂ）および樹脂領域（Ｃ）との境界面をまたいで存
在しなかったため、樹脂領域（Ｂ）および樹脂領域（Ｃ）ともに繊維強化樹脂領域（Ｅ）
から容易に剥離してしまい、目的の成形材料を得ることができなかった。
【０１３９】
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【表１】

【０１４０】
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【表２】

【０１４１】
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【表３】

【０１４２】
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【表４】

【産業上の利用可能性】
【０１４３】
　本発明に係る成形材料は、異なる特性の組み合わせからなる樹脂、特に相溶性の低い複
数の熱可塑性樹脂を複合化しているため、従来技術では困難であった、異なる特性の組み
合わせを有する成形材料を得ることが可能である。また、本発明の成形材料および成形品
は、航空機構造部材、風車の羽根、自動車構造部材およびＩＣトレイやノートパソコンの
筐体などのコンピューター用途等へ適用することで、構造体としての優れた性能を示す上
、上記用途に係る製品の成形時間および成形コストを大きく低減させることが可能である
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。
【符号の説明】
【０１４４】
１－１　樹脂領域（Ｂ）
１－２　繊維強化樹脂領域（Ｅ）
１－３　樹脂領域（Ｃ）
２－１　樹脂領域（Ｂ）
２－２　樹脂部品（Ｆ）
２－３　図３の断面像に対応する部位
３－１　成形材料
３－２　樹脂部品（Ｆ）
３－３　樹脂領域（Ｂ）
３－４　繊維強化樹脂領域（Ｅ）
３－５　樹脂領域（Ｃ）
４－１　樹脂領域（Ｃ）側に回りこんだ樹脂部品（Ｆ）の一部
４－２　樹脂領域（Ｃ）
４－３　図５の断面像に対応する部位
４－４　樹脂領域（Ｃ）側から見た樹脂領域（Ｂ）に接合している樹脂部品（Ｆ）の内側
断面部位
５－１　樹脂部品（Ｆ）
５－２　樹脂領域（Ｂ）
５－３　樹繊維強化樹脂領域（Ｅ）
５－４　樹脂領域（Ｃ）
６－１　樹脂領域（Ｃ）
６－２　樹脂部品（Ｇ）
６－３　図７の断面像に対応する部位
７－１　成形材料
７－２　樹脂部品（Ｇ）
７－３　樹脂領域（Ｃ）
７－４　繊維強化樹脂領域（Ｅ）
７－５　樹脂領域（Ｂ）
８－１　樹脂領域（Ｂ）
８－２　樹脂部品（Ｆ）
８－３　繊維強化樹脂領域（Ｅ）
８－４　樹脂領域（Ｃ）
８－５　樹脂部品（Ｇ）
９－１：成形材料
９－２：構成要素［Ａ］（強化繊維）
９－３：構成要素［Ｂ］（熱可塑性樹脂（ｂ））および構成要素［Ｃ］（熱可塑性樹脂（
ｃ））
９－４：繊維方向（基準軸）
９－５：観察断面（成形材料がなす平面に対して垂直にカットして得られる断面）
１０－１　構成要素［Ａ］（強化繊維）
１０－２　樹脂領域（Ｂ）
１０－３　繊維強化樹脂領域（Ｅ）
１０－４　断面の観察画像
１０－５　境界面
１０－６　繊維強化樹脂領域（Ｅ）の端部（基準線）
１０－７　垂基線
１０－８　断面曲線
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